
  軽減対象の拡大

《国民健康保険税の課税限度額の引き上げに関する表》

《軽減判定所得》

  国民健康保険税の納め方

区　分 改正前 改正後

医療分 65 万円 66 万円（＋1 万円）

後期支援金分 24 万円 26 万円（＋2 万円）

介護分（40 ～ 65 歳の方） 17 万円 17 万円（変更なし）

合　計 106 万円 109 万円（＋3 万円）

軽減割合 改正前 改正後

7 割 43 万円以下 43 万円以下

5 割 43万円+（被保険者数×29万5千円）以下 43万円+（被保険者数×30万5千円）以下

2 割 43万円+（被保険者数×54万5千円）以下 43万円+（被保険者数×56万円）以下

　令和7年4月1日から、地方税法の一部改正にともない、国民健康保険税の課税限度額が引き上
げられました。市でも、国の基準に合わせて次の表のとおり引き上げをします。なお、この改正は
保険税率を引き上げるものではなく、保険税を課税する際の上限額を引き上げるものです。

　坂東市の国民健康保険税には、前年中の所得が一定の基準以下の世帯に対して、均等割を軽減する制
度があります。軽減割合は基準に従って7割・5割・2割の3段階で、この基準額を次のとおり改正します。

普通徴収の方

　7 月中旬に納税通知書を送付します。金融機関やコンビニなどでお支払いができるほか、
地方税統一ＱＲコードも利用できます。

特別徴収（年金天引き）の方

　特別徴収とは、年金受給額から国民健康保険税を天引きすることにより納めていただく制
度です。7 月中旬に納税通知書兼特別徴収額通知書を送付します。

●●減免制度について
　 　火災や天災、事業の不振などにより、財産に著しい損失が生じ、保険税の納付が困難な場合など、申

請によって保険税の一部が減免される制度があります。詳細については、お問合せください。

●●所得の申告をお願いします
　 　保険税額や自己負担限度額等を正しく算出・判定するために、所得の申告が必要です。所得が無い方、

遺族年金・障害年金などの非課税所得のみの方についても、必ず申告をお願いします。

※ 給与所得控除や年金所得控除を受けた被保険者が2人以上いる場合、その数から1を引いた数×10万円が基準額
に加算されます。

※  65歳以上の公的年金受給者の方は、年金所得から15万円控除した金額で判定します。
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